
文
献
に
見
る
古
代
山
城
の
成
立
と
そ
の
過
程

九
州
ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
教
授
板
楠
和
子
氏



板
楠
和
子
(

い
た
く
す
.

か
ず
こ
)

昭
和
44
年
熊
本
大
学
法
文
学
部
卒
業。
昭
和
49
年
同 

大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
了
。
九
州
女
学
院
高
校 

教
論
を
経
て、
平
成
10
年
か
ら
九
州
ル
ー
テ
ル
学
院 

大
学
講
師、
平
成
15
年
か
ら
現
職。

主
な
著
書
にr

熊
本
県
の
歴
史
』
(

山
川
出
版、
共
著
)、 

『新
熊
本
市
史
』
(

新
熊
本
市
史
編
慕
委
員
会、
共
著
)、 

「石
棺
と
石
作
部
」
(

『古
代
王
権
と
交
流
」
8
巻、
名 

著
出
版
)

な
ど。



2 1
はじめに

私
が
い
た
だ
い
た
の
は
「古
代
山
城
の
成
立
と
そ
の
過
程
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
す
。
今
日
用
意
し
た
史
料
は、
鞠
智 

城
を
考
え
る
上
で
必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
肥
後
国
の
関
連
史
料
を
中
心
に
集
め
て
い
ま
す
。
〔1
〕
以
外
は
白
文
の
ま 

ま
で
返
り
点
を
打
っ
て
お
り
ま
せ
ん
し、
意
訳
を
し
て
原
文
を
引
用
し
て
い
な
い
も
の
も
一
点
あ
り
ま
す
。
興
味
の
あ 

る
方
は
參
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す。

白
村
江
の
戦
い
と
肥
後

ま
ず、
レ
ジ
ユ
メ
の
〔1
〕
は、
『日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
十
年
四
月
ニ
十
七
日
条
で
す
が、
こ
の
史
料
か
ら
実
は
肥 

後
の
国
の
住
民
も
白
村
江
の
戦
い
に
出
陣
を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
つ
ま
り、
肥
後
国
の
人
々
と
朝
鮮
半
島 

で
起
こ
っ
た
対
外
戦
争
が
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
文
献
的
な
証
拠
を
引
用
し
て
い
ま
す。

内
容
は、
伊
予
国
出
身
の
物
部
薬
と
い
う
人
物
と
肥
後
国
の
皮
石
郡04

ロ
志
郡
)

の
壬
生
諸
石
と
い
う
二
人
の
人
物 

が、
「久
し
く
唐
地
に
苦
し
む
を
慰
む
る
を
以
つ
て
な
り
」
と
い
う

理
由
で、
朝
廷
か
ら
「追
大
威
」
と
い
う

位
階
や、 

絹
織
物、
絹
糸、
麻
布、
锹、
稲、
水
田
四
町
を
下
賜
さ
れ、
さ
ら
に
そ
の
家
族
も
当
時
の
税
の
一
種
で
あ
る
調
役
を 

免
じ
ら
れ
た
と
い
う

も
の
で
す
。
「久
し
く
唐
地
に
苦
し
む
を
慰
む
る
を
以
つ
て
な
り
」
と
い
う

記
述
か
ら、
壬
生
諸
石
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と
物
部
薬
は
白
村
江
の
戦
い
に
出
兵
し
て
お
り、
唐
.

新
羅
の
連
合
軍
の
う
ち
唐
軍
の
捕
虜
に
な
っ
て
唐
に
ま
で
連
行 

さ
れ
て
い
た
の
で
す
が、
運
よ
く
三
十
四
年
た
っ
て
無
事
に
本
国
に
帰
還
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で、
朝
廷
が
こ
の
ニ 

人
の
労
苦
に
対
し
厚
く
報
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
う
い
う
例
は
ほ
か
に
も
『日
本
書
紀
』
や
『続
日
本
紀
』
な 

ど
を
調
べ
る
と、
天
智
天
皇
三
年
か
ら
文
武
天
皇
の
慶
雲
四
年
く
ら
い
ま
で
国
家
の
正
史
の
中
に
出
て
き
ま
す
。
ま
た 

『日
本
霊
異
記
』
と
い
う
仏
教
説
話
集
の
な
か
に
も
' 

地
方
の
郡
司
の
祖
先
が
白
村
江
の
戦
い
に
出
陣
し
た
と
い
う
記
事 

が
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す。

3
戦後の対策

〔2
〕
は
戦
後
の
対
策
と
い
う
こ
と
で、
い
く
つ
か
史
料
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
最
初
に
出
て
く
る
の
が、
防
人
と
烽 

を
対
馬、
春
岐、
筑
紫
な
ど
の
国
に
置
く、
ま
た
水
城
を
築
く
と
い
う
六
六
四
年
の
条
文
で
す
。
こ
の
な
か
でr

烽
」 

が
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
設
置
さ
れ
た
の
か、
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
当
時
「烽
」
が
設
置
さ
れ
た
具 

体
的
な
場
所
は
分
か
り
ま
せ
ん
が、
参
考
と
な
る
の
が
八
世
紀
の
中
ご
ろ
に
成
立
し
た
『豊
後
風
土
記j

や
『肥
前
風 

土
記
』
に
見
え
る
「蜂
」
の
記
事
で
す。
レ
ジ
ュ
メ
の
な
か
に
烽
の
記
述
が
あ
る
郡
名
と
そ
の
数
を
一
覧
表
と
し
て
挙 

げ
て
い
ま
す。

豊
後
国
で
は
大
野
郡、
海
部
郡、
大
分
郡、
速
見
郡
に
だ
い
た
い
一
力
所
か
多
く
て
も
ニ
力
所
の
烽
が
設
置
さ
れ
て 

い
ま
す。
そ
れ
に
対
し
て
肥
前
国
で
は、
基
肄
城
が
あ
っ
た
基
肄
郡
に
一
力
所、
小
城
郡
に
一
力
所、
松
浦
郡
に
八
力 

所。
松
浦
郡
内
の
八
力
所
の
烽
は、
お
そ
ら
く
玄
界
灘
沿
岸
か
ら
太
宰
府
へ
の
連
絡
用
だ
と
思
い
ま
す
が、
あ
と
藤
津
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郡
一
力
所、
彼
杵
郡
三
力
所、
高
来
郡
五
力
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。
地
理
的
関
係
で
見
る
と
藤
津
郡、
彼
杵
郡、
高
来 

郡
は
島
原
半
島
に
位
置
し
て
お
り、
高
来
郡
と
い
う
の
は
有
明
海
を
挟
ん
で
肥
後
国
玉
名
郡
の
対
岸
で
す
が、
な
ぜ
島 

原
半
島
に
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
「烽
」
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
わ
い
て
き
ま
す
。
こ
れ
ら 

の
「蜂
」
は
彼
杵、
高
来、
藤
津、
小
城、
基
肄
を
通
っ
て
太
宰
府
ま
で
の
連
絡
用
で
す
が、
こ
れ
は
や
は
り
玄
界
灘 

方
面
か
ら
有
明
海
の
方
面
へ
回
っ
て
敵
船
が
侵
入
し
て
く
る
ル
ー
ト
沿
い
の
連
絡
用
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
の
で
は
な 

い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す。
こ
れ
は
八
世
紀
の
状
況
で
す
が、
や
は
り
白
村
江
の
敗
戦
後
に
有
明
海
方
面
に
も
敵
船
侵
入 

の
警
戒
態
勢
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
推
定
で
き
る
重
要
な
手
が
か
り
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
有
明
海
を
挟
ん
で
肥
前 

国
高
来
郡
の
対
岸
が
肥
後
国
玉
名
郡
と
な
り、
玉
名
郡
を
流
れ
る
菊
池
川
の
上
流
に
鞠
智
城
が
位
置
し
て
い
ま
す
。
肥 

後
の
風
土
記
は
逸
文
だ
け
で
全
文
が
残
っ
て
い
ま
せ
ん。
も
し
残
っ
て
い
た
ら
鞠
智
城
に
い
た
るr

烽
」
連
絡
網
な
ど、 

興
味
あ
る
比
較
対
照
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す。

次
に
挙
げ
た
の
は
防
人
に
関
す
る
史
料
で
す
。
当
初
の
実
態
が
ど
う
だ
っ
た
か。
『万
葉
集
』
防
人
歌
の
研
究
に
よ
っ 

て
ま
と
め
ら
れ
た
一
覧
表
を
も
と
に
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず、
防
人
歌
作
者
の
出
身
国
名
を
見
て
い
く
と、 

遠
江、
相
模、
駿
河、
上
総、
常
陸、
下
野、
下
総、
信
濃、
上
野、
武
蔵
と
い
う
よ
う
に
東
国
地
方
出
身
者
で
占
め 

ら
れ
て
い
ま
す
。
防
人
の
組
織
を
見
る
と
、

国
造
と
い
う
よ
う
な
律
令
国
家
以
前
の
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
が
集
団
を
ま
と 

め
る
国
造
制
の
遺
制
が
み
ら
れ
ま
す
。
お
そ
ら
く
東
国
地
域
で
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
国
造
単
位
の
支
配
関
係
の
ま
ま 

に、
春
岐
や
対
馬
な
ど
の
要
所
に
防
人
が
配
置
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す。

で
は、
な
ぜ
防
人
と
し
て
東
国
の
兵
力
が
配
置
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て、
そ
の
理
由
と
し
て
は
い
く
つ
か
の
説
が
出 

さ
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
に
は
先
に
挙
げ
た
史
料
で
見
た
よ
う
に、
西
日
本
が
白
村
江
の
出
兵
の
と
き
の
中
心
勢
力、
出
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征
軍
の
中
核
を
成
し
て
い
て、
多
く
の
犠
牲
者
を
だ
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
関
係
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
で
す
。 

つ
ま
り、
西
日
本
各
地
か
ら
防
人
が
十
分
に
徴
集
で
き
ず、
主
と
し
て
東
国
兵
士
を
配
置
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い 

う
説
で
す
。
防
人
は、
後
の
律
令
国
家
が
作
り
上
げ
た
徴
兵
制、
軍
団
の
組
織
と
明
ら
か
に
違
う
も
の
で
す
か
ら、
参 

考
ま
で
に
挙
げ
て
お
き
ま
し
た。

4
律
令
国
家
の
成
立
と
隼
人
問
題

〔2
の
7
が
鞠
智
城
に
関
す
る
初
見
史
料
で
す
。
鞠
智
城
は、
『続
日
本
紀
』
の
文
武
天
皇
ニ
年
(

六
九
八
)

五
月 

条
に
初
め
て
で
て
き
ま
す
。
「太
宰
府
を
し
て
大
野、
基
肄、
鞠
智
の
三
城
を
繕
治
せ
し
む
」
と
い
う
記
事
で、
鞠
智
城 

な
ど
を
修
理
し
た
と
い
う
意
味
に
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
献
の
立
場
か
ら
い
う
と、
一
番
肝
心
な
「鞠
智
城
が、
い 

つ
建
設
さ
れ
た
の
か
」
と
い
う
築
城
自
体
の
年
月
日
や、
そ
の
後
八
世
紀
の
鞠
智
城
を
伝
え
る
記
事
が
な
い
の
で
す
。 

鞠
智
城
の
発
掘
調
査
が
始
ま
る
前
か
ら
文
武
天
皇
ニ
年
五
月
条
は、
築
城
で
は
な
く
修
造
を
示
す
史
料
と
考
え
ら
れ
て 

い
ま
し
た
が、
こ
の
三
十
年
近
く
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
は、
い
わ
ば
こ
の
条
文
を
ど
う
解
釈
す
る
か、
文
献
記
事
を
史 

料
批
判
す
る
た
め
の
地
道
な
調
査
の
蓄
積
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り、
大
野
城
や
基
肄
城
と
同
時
期
に
築
造 

さ
れ
た
の
か。
そ
れ
と
も
別
の
時
期
に
築
城
さ
れ
た
の
か。
こ
れ
は
こ
こ
で
発
掘
調
査
さ
れ
た
結
果、
遺
構
.

遺
物
が 

ど
こ
ま
で
遡
れ
る
か、
そ
の
見
解
が
分
か
れ
て
く
る
大
き
な
問
題
だ
っ
た
の
で
す。

参
考
ま
で
に、
古
代
に
お
い
て
「鞠
智
」
は
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
た
の
で
し
よ
う

か。
十
世
紀
初
頭
に
成
立
し 

た
『和
名
類
聚
抄
』
に
よ
る
と
、

菊
池
郡
に
「く
く
ち
」
と
い
う

読
み
が
つ
い
て
い
ま
す
。
現
在
は
「き
く
ち
じ
よ
う
」
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と
発
音
し
て
い
ま
す
が、
当
時
は
「く
く
ち
じ
よ
、
っ
」

と
呼
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か。

次
に
隼
人
と
肥
後
国
の
問
題
に
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
律
令
国
家
の
成
立
と
は、
今
ま
で
地
域
の
国
造
な
ど
と
呼 

ば
れ
る
有
力
者
が
支
配
し
て
い
た
土
地
と
人
民
を
国
家
自
身
が
人
民
の
数
を
登
録
.

把
握
を
し
て、
そ
れ
に
税
を
か
け 

国
家
の
体
制
を
敷
く、
そ
う
い
う
言
い
方
も
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
実
は、
隼
人
の
事
件
が
非
常
に
大
き
く
ク
ロ
ー 

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
は
大
宝
ニ
年
(

七
〇
ニ
)

と
養
老
四
年
(

七
ニ
〇
)

で、
二
回
目
は
中
央
か
ら
大
伴
旅
人
が
総
大 

将
と
し
て

征
討
に
向
か
う
ほ
ど
の
も
の
で
し
た。
そ
の
時、
【3
;

一
の
8
の
史
料
で
す
が
「斬
首
獲
虜
合
わ
せ
て
千
四
百 

人
余
り
」
を
副
大
将
が
報
告
を
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
以
降
は
大
き
な
叛
乱
は
な
い
の
で
す
が、
そ
の 

叛
乱
が
起
き
た
年
は、
律
令
国
家
が
戸
籍
を
作
る
そ
の
年
と
よ
く
符
合
し
て
い
る
の
で
す
。
九
州
で
も
大
宝
ニ
年
に
作 

成
さ
れ
た
筑
前
国
の
戸
籍
や
豊
前
国
の
戸
籍
が
残
っ
て
い
ま
す
が、
そ
の
戸
籍
に
は
軍
事
的
な
功
績
を
あ
げ
た
人
に
与 

え
ら
れ
る
「勲
位
」
を
持
っ
た
人
物
が
記
載
さ
れ
て
い
て、
お
そ
ら
く
隼
人
制
圧
に
筑
前
•

豊
前
か
ら
も
出
動
し
て
い 

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す。

も
う
一
つ
重
要
な
の
は、
肥
後
国
が
こ
の
隼
人
対
策
に
最
前
線
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば、 

「天
平
八
年
薩
摩
国
正
税
帳
(

税
の
収
支
を
記
載
し
た
も
の
)

」
に
よ
る
と、
出
水
郡
と
高
城
郡、
こ
の
ニ
郡
は
も
っ
と 

も
肥
後
国
に
近
い
の
で
す
が、
そ
の
出
水
郡
の
郡
司
と
し
て
「動
七
等
肥
君
」、
薩
摩
郡
に
も
や
は
り
郡
司
と
し
て
「主 

帳
勲
十
二
等
肥
君
広
竜
」
と
い
う
人
物
が
見
え
て
い
て、
肥
後
国
南
部
で
最
も
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
た
肥
君
の
一
族 

が
隼
人
支
配
の
中
心
地
に
送
り
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
肥
後
国
の
一
般
の
人
も
移
住
さ
せ
ら 

れ
て
い
ま
す
。
『和
名
類
聚
抄
』
に
よ
る
と、
薩
摩
国
高
城
郡
の
六
郷
の
う
ち
(

行
政
区
画
で
一
番
下
の
単
位
)

合
志、
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飽
多、
宇
土、
託
萬
の
四
つ
の
郷
名
が
肥
後
の
郡
名
と
一
致
し
て
お
り、
肥
後
の
民
が
「五
±
戶」
く
ら
い
の
単
位
で 

合
計
「二
百
戸
余
りJ

が
移
住
さ
せ
ら
れ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
律
令
体
制
の
成
立
時
に
お
い 

て
鞠
智
城
は
筑
後
.

豊
後
.

肥
後
の
国
境
に
位
置
し
ま
す
が、
肥
後
南
部
は
隼
人
対
策
の
最
前
線
の
地
位
に
あ
っ
た
の 

の
で
す。

5
木簡史料について

〔4
〕
の
1
の
資
料
は、
鞠
智
城
で
一
例
だ
け
出
土
し
て
い
る
木
簡
で
す
。
「秦
人
忍
」
は
「は
た
ひ
と
の
お
し
」
と 

呼
ぶ
の
で
し
ょ
う
。
次
の
文
字
が
抜
け
て
い
ま
す
が、
「五
斗
」
と
い
う
単
位
か
ら、
お
そ
ら
く
「米
」
で
は
な
い
か
と 

推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
期
の
律
令
国
家
は
白
村
江
の
敗
戦
処
置
を
し
な
が
ら、
一
方
で
は
律
令
体
制
を
九
州
諸 

国
に
施
行
す
る
と
い
う
課
題
を
持
ち、
鞠
智
城
造
営
の
た
め
の
労
働
力
の
確
保
や
防
衛
兵
力
の
動
員
も
し
な
け
れ
ば
い 

け
な
い
し、
一
方
で
税
も
集
め
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
複
雑
な
問
題
を
抱
え
て
い
た
の
で
す。

こ
の
木
簡
は、
穀
物
を
鞠
智
城
ま
で
運
ん
で
納
入
す
る
体
制
が
で
き
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
鞠
智
城
は
対 

外
的
な
軍
事
的
拠
点
で
あ
る
と
同
時
に、
大
宰
府
行
政
の
肥
後
の
周
辺
に
お
け
る
拠
点
で
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
史
料 

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
度、
鞠
智
城
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
は、
ず
っ
と
の
ち
の
九
世
紀
に
入
っ 

て
か
ら
で
す。
今
後、
た
く
さ
ん
の
方
に
興
味
を
も
つ

て
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す。
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百済含 文援軍捕虜帰還者 -贾

帰国年 出身国•郡 兵士名 出典

天智天皇
3年

土師連富抒 
水連老 
弓削連元宝

日本#紀 
持統4‘10•乙丑条

天智天皇 
10年

筑紫 — 筑紫君薩夜麻 同迸
天智1011•甲午条

天武天皇 — — 猪使連子首 同#
13年 筑前 那珂 筑紫三宅連得許 天武13，12•癸未条

持統天皇
4年

筑後 上陽咩 大伴部博麻 同逬持統4*9•丁酉条 
持統4*10•乙丑条

持統天皇 伊予 風速 物部薬 同#
10年 肥後 皮石 壬生諸石 持統4 •10•戊戌紀

文武天皇 譜岐 那賀 錦部刀良 続日本紀
慶雲4年 陸奥 

筑後
信太 
山門

壬生五百足 
許勢部形見

慶雲心5•癸亥条

— 伊予 越知 大領先祖越智直 日本霊異記•上巻•第17
- 備後 三谷 大領先祖 日本霊異記•上巻•第7

【1
】
白
村
江
の
戦
い
と
肥
後

r

日
本
書
紀
』
巻
三
〇
持
統
天
皇
十
年
(

六
九
六
)

四
月
戊
戌
《廿 

七
》

以，.
追
大
贰
.、

授
：.伊
豫
國
風
速
郡
物
部
薬
、
與
.
.

肥
後
國
皮
石
郡 

壬
生
諸
石
■ 

0
幷
賜
：人
施
四
匹
.

絲
十
絢
.

布
廿
端
.

鍬
廿
ロ
 
•

稲
一
千
束
•

水
田
四
町
.

。
復
_
.

戸
調
役
.

。
以
：.慰
久
苦
'

唐
地
、

【2
】
戦
後
の
対
策

1 

r

日
本
書
紀
』
巻
ニ
七
天
智
天
皇
三
年
(

六
六
四
)

是
歳
条 

於
.
.

對
馬
嶋
.

壹
岐
嶋
•

筑
紫
國
等
.、

置
.
.

防
與
烽
.

。
又於

..

筑
紫
. 

築
：大
堤
.

貯
U

水
。
名
日
：水
城
.

。

2 

「日
本
書
紀j

巻
ニ
七
天
智
天
皇
四
年
(

六
六
五
)

八
月 

遣
：達
率
答
体
春
初
.、

築
.
.

城
於
長
門
國

，。
造

..

達
率
憶
禮
福
 

留
.

達
率
四
比
福
夫
於
筑
紫
國
.、

築
1

大
野
及
橡
ニ
城
.。

3 

r

日
本
書
紀
』
巻
ニ
七
天
智
天
皇
六
年
(

六
六
七
)

十
一
月 

是
月

是
月
、
築，
一
倭
國
高
安
城
•

讚
吉
國
山E

郡
屋
嶋
城
.

對
馬
國
金
田 

城
一。

4 

r

日
本
書
紀
』
巻
ニ
七
天
智
天
皇
八
年
(

六
六
九
)

是
冬 

是
冬、
修
.
.

高
安
城
.、

收
：畿
内
之
田
税
.。

5 

r

日
本
書
紀j

巻
ニ
七
天
智
天
皇
九
年
(

六
七
〇
)

二
月 

造
：戸
籍
.

。
又
修，
高
安
城，
'

稂
.
.

穀
與
,，鹽

。
又
築
：長
門
城
一
. 

筑
紫
城
ニ
、

6 

r

日
本
書
紀j

巻
三
〇
持
統
天
皇
三
年
(

六
八
九
)

九
月
己 

丑
《十》

遣
：直
廣
參
石
上
朝
臣
麻
呂
•

直
廣
肆
石
川
朝
臣
蟲
名
等
於
筑
紫 

給
送
」位
記
.

。
且
監
：新
城
へ

7 
r

続
日
本
紀j
卷
ー
文
武
天
皇
ニ
年
(

六
九
八
)

五
月
甲
申 

《廿
五
》

令，.
大

^
繕̂
：-
治
大
野
.

基
肄
.

鞠
智
三
城
_

。
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『豊後風土記J •『肥前風土記』に見える「烽火J
国 郡 烽 国 郡 烽

豊 後 大 野 1 肥 前 m 肆 1
豊 後 海 部 2 肥 前 小 城 1
農 後 大 分 1 肥 前 松 浦 8
豊 後 速 見 1 肥 前 藤 津 1

肥 前 彼 杵 3
肥 前 高 木 5

防人歌作者の配列順序
国名 国造丁 

国造
助丁 主帳丁 

帳丁
火長 上丁 • 

防人
国名 国造丁 

国造
助丁 主帳丁 

帳丁
火長 上丁 • 

防人
遠江 国造丁

1
主帳丁 
1

防人5 下野 火長3 上丁 8

相模 助丁1 上丁 2 下総 助丁1 無10
駿河 助丁1 上丁1 

無8
信濃 国造1 主帳1 無1

上総 国造丁 
1

助丁1 帳丁1 上丁 9 上野 助丁1 無3

常陸 助丁1 上丁1 
無5

武蔵 助丁1 主帳1 上丁 5 
上丁奕1

8
* r

和
名
類
聚
抄j

巻
5 

月

招
 IS1

窄

-}—

E
 

s
i

5
P
C 
人龙 
人

*

玉
名

山̂
鹿r

 
菊
池

4
阿
蘇
货
合
志

'£|
山本找 

飽田
¥1
託
麻
*!
益
城

.
宇
土
八
代
戠
天
草
 ̂

葦
北
妗
球
磨

A
*

9 
『続
日
本
紀J

卷
一
文
武
ニ
年

(

六
九
八

)
八月丁
未 

《廿
》

修
.

「理
高
安
城
.

。
〈天
智
天
皇
五
年
築
城
也。
〉

10
『続
日
本
紀J

卷
ー
文
武
三
年

(

六
九九

)
十二月甲
申 

《四
》

令
：.大
#
^

修
--
ー
野.
稲
積
ニ
城
'0

11
「続
日
本
紀J

卷
ニ
大
宝
元
年

(

七
〇

一

)
八
月
丙
寅
《廿 

六
》

廢，.
高
安
城
へ
其
舎
屋
、
雑
儲
物
移
.

「貯
于
大
倭
.

河
内
ニ
国
0 

12
『続
日
本
紀J

巻
五
和
銅
五
年
(

七M

一)
正
月
壬
辰
《廿 

三
》

廢
，.

河
内
国
高
安
烽
へ
始置

，
，

高
見
烽
及
大
倭
国
春
日
烽
へ
以
通，. 

平
城
，
也
。

【3
】
律
令
国
家
の
成
立
と
隼
人
問
題

1 f
続
日
本
紀J

卷
ニ
大
宝
ニ
年

(

七
〇ニ
)

九
月
戊
寅
《十

四
》

討
「薩
摩
隼
人
.

軍
士
授
U

勲
各
有
レ
差。
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2 

『大
宝
ニ
年
筑
前
国
鳥
郡
川
邊
里
戸
籍J

戸
主
追
正
八
位
上
勲
十
等
肥
君
猪
手
年
伍
拾
參
歳
正
丁 

大
領

勲
十
等
肥
君
泥
麻
呂

3 
r

大
宝
ニ
年
豊
前
国
上
三
毛
郡
塔
里
戸
籍
」

戸
主
勲
十 

一

等
塔
勝
岐
弥

4 

『大
宝
ニ
年
豊
前
国
仲
津
郡
丁
里
戸
籍
」

勲
十
等
狭
度 

勝
与
曽
弥

5
*

『続
日
本
紀J
卷
六
和
銅
六
年

(

七
一
三

)
八月辛丑 

《壬
辰
朔
十
》

(

八
月
十
日
)

従
五
位
下
道
公
首
名
、
至，；GH :

新
羅
.

。
(

八
月
ニ 

十
六
日
)

従
五
位
下
道
君
首
名
為
“筑

後
守
1。
(

筑
後
守
兼
肥
後 

守
任
命
)

6 

f

続
日
本
紀』
卷
六
和
銅
七
年

(

七
一
四

)
三月
壬寅 

《十
五
》

隼
人
、
昏
荒
野
心
、
未

患

法
.

。
因
移
：豊
前
国
民
二
百
戸
.、 

令
.
.

相
勧
導
.

也
。

7 

r

続
日
本
紀j

卷
八
養
老
四
年

(

七
ニ
〇

)
二月
壬子 

《廿
九
》

大
#
^

奏
言
、
隼
人
反
、
殺，
大
隅
国
守
陽
侯
史
麻
呂
o

8 

r

続
日
本
紀j

卷
八
養
老
五
年

(

七
ニ
ー

)
七月
壬子 

《七
》

征
隼
人
副
将
軍
従
五
位
下
笠
朝
臣
御
室
、
従
五
位
下
巨
勢
朝
臣

真
人
等
還
帰
。
斬
首
•

獲
虛
合
千
四
百
餘
人
。

9 
『天
平
八
年

(

七三六
)

薩摩国正税帳

J  
出
水
郡
• 

高
城
郡
(

国府所在地

)
肥
後
国
境

(

出水郡

)r

大
領
外
正
六 

位
下
勲
七
等
肥
君
」
(

薩
摩
郡
)

「主
帳
外
少
初
位
上
勲
十
二
等 

肥
君
広
竜
」

10
「fn
«̂
^
#
J 

巻
 

9
 

郷
名
薩
摩
国

高
城
郡

(
6
郷

)
合
志
.

飽
多
.

鬱
木
.

宇土
 
•

新
多
.

託

萬【4
】
木
簡
史
料

1
鞠
智
城
出
土
「付
札
木
簡
」
(

七
世
紀
後
半
〜
八
世
紀
初
頭
) 

「秦
人
忍
ロ
五
斗
」

長
さ
13.
4

セ
ン
チ
幅
2.
5

セ
ン
チ 

2
大
宰
府
不
丁
地
区
出
土
「文
書
様
木
簡
」
(

八
世
紀
前
半
〜 

天
平
末
年
)

「為
班
給
筑
前
筑
後
肥
等
国
造
基
肆
城
稲
穀
髄
人
監
正
六
位
ヒ
田
中
 

&j
x」

(

釈
文
)

「筑
前
.

筑
後
•

肥
等
の
国
へ
班
給
す
る
た
め
基
肆
城 

の
稲
穀
を
遣
わ
し
、
大
監
正
六
位
上
田
中
朝
(

臣
)

に
髄
わ
し 

む
？
」

3
平
城
京
出
土
「養
老
七
年
(

七
二
三
)

肥
後
益
城
郡
兵
士 

歴
名
帳
」 
(

長
さ
23
セ
ン
チ
丸
い
軸
木
)

「肥
後
国
第
三
益
城
軍
团
養
老
七
年
兵
士
歴
名
帳
」

軸
小
口
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